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Ⅰ      総          説 

１  沿    革 

年    次      主    要    事    項   

昭和 ６年１０月 

１２年  ４月 

１２年～１３年 

１８年  ７月 

１９年１０月 

２２年  ３月 

２２年  ９月 

 

 

２３年１０月 

 

２５年  ８月 

２６年  ６月 

４０年  ４月 

 

４５年  ７月 

５０年  ４月 

 

 

５０年１２月 

５１年  ５月 

５８年  ２月 

５８年  ４月 

 

 

６０年  ２月 

 

６０年  ４月 

 

６３年  ３月 

平成 ５年 ４月 

 

５年１０月 

９年 ４月 

東京市下谷健康相談所を下谷区三ノ輪２１に開設した。 

保健所法が公布された。 

東京市浅草健康相談所を浅草区山谷三丁目に開設した。 

東京府、東京市を廃止、東京都制が施行された。  

下谷、浅草健康相談所が東京都下谷、浅草保健所と改称した。 

下谷、浅草両区を統合して、台東区が発足した。 

保健所法が全面改正され、保健所は、結核、性病その他の伝染病の蔓延、

生活環境の極度の悪化に対応のため、公衆衛生機関として拡充強化され

た。 

保健所法の改正に伴い、下谷保健所が区の衛生課、浅草保健所が浅草支

所の衛生課と併合し、保健所４課１７係として発足した。  

浅草保健所庁舎が花川戸１－１4－1６に完成し、分散業務を統合した。

下谷保健所庁舎が下谷１－２－１１に完成し、分散業務を統合した。 

地方自治法の一部改正により、結核健康診断、定期予防接種、そ族昆虫

駆除、母子手帳の交付及び庁舎維持管理などの事務事業を区に移管した。

下谷保健所新庁舎が完成、歯科衛生相談室を新設して業務を開始した。

特別区の自治権拡充の一環として保健所業務が区に全面移管され、下

谷・浅草保健所が台東区の保健所となる。 

医務係が廃止され、医務の一部を保健所庶務係に移管した。 

公害健康被害第一種地域に指定、衛生部に公害補償係を設置した。 

浅草保健所新庁舎が完成し、歯科衛生相談室を新設し業務を開始した。

老人保健法が施行された。 

昭和５０年保健所区移管の際、東京都に留保されていた特定建築物の届

出の受理、立入検査業務のうち、3,000 ㎡以上 5,000 ㎡以下の対象施設が

区に移管された。  

環境衛生、食品衛生、予防衛生などの試験検査を総合的に行うため、下

谷保健所庶務課に検査センター（北上野１-８-８）を新設した。 

保健所の衛生教育や衛生思想の普及、活動等の弾力的な対応を図るた

め、庶務課普及係を廃止し、課務担当主査を新設した。  

公害健康被害第一種地域の指定が解除された。 

庶務課を廃止し、衛生課に庶務係を新設、検査センターは下谷保健所予

防課に所管換えした。 

台東区健康都市宣言 

地域保健法が全面施行された。 
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年    次        主    要    事    項 

平成９年 ４月 

 

 

 

 

 

 

 

９年 ６月 

 

９年 ７月 

１０年４月 

 

 

 

 

 

１１年４月 

１２年４月 

 

 

１４年４月 

 

 

 

 

１５年３月 

 

１５年９月 

 

１７年４月 

１７年７月 

 

１８年７月 

 

１９年４月 

 

 

下谷保健所と浅草保健所を統合して台東保健所を設置し、保健総務課、

生活衛生課及び保健サービス課を新設した。 

旧浅草保健所には、浅草保健相談センターを設置した。合わせて、環境

保健部の統合・整備により、課務担当主査（環境・食品衛生担当）、害虫

駆除、母子保健及び基本健康診査等事業を保健所に移管した。 

保健サービス課に母子保健及び基本健康診査等を所管する保健推進係

及び課務担当主査（生きいき健康づくり担当）を新設した。 

保健サービス課検査センターを保健総務課に移管した。 

台東区健康センターが東上野４－２２－８に完成、旧下谷・浅草保健所

から移転し、台東保健所業務を開始した。 

がんセット・健やか健診事業を開始した。 

環境保健部が廃止され、健康推進課の一部、福祉部及び高齢者福祉部を

統合して保健福祉部が新設された。組織改正に伴い健康推進課の公害保健

係及び健康推進課の健康づくり事業が保健総務課に移管された。 

保健サービス課の健康づくり担当を保健総務課に移管した。  

腸管出血性大腸菌Ｏ-１５７検査を制度化した。 

快適室内の環境づくり事業を開始した。 

保健総務課の医薬監視担当を生活衛生課に移管した。 

地方分権一括法の施行及び都区制度改革にともない、毒物劇物の取り締

まりに関する法律及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

に基づく事務が都から移管された｡ 

健康相談、健診業務を統一的に実施するため、浅草保健相談センターを

保健サービス課に統合した。 

保健福祉課の健康増進センターが保健総務課へ移管された。 

保健サービス課の健康推進係を成人保健係及び母子保健係に分離する

とともに保健師を配属し、体制を強化した。 

都や警察、消防等と協力し広範な健康危機管理訓練である「ハザードシ

ミュレーション２００３台東」を実施した。 

鳥インフルエンザや、ＳＡＲＳ等の新型感染症への危機感が高まったた

め、緊急対応訓練を実施した。 

狂犬病予防、動物愛護事務の所管を生活衛生課に変更した｡ 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の操作が一般の人にも認められたことに

ともない、区内主要施設にＡＥＤを設置した。 

親子のふれあいや子どもたちの情操教育を推進するため、３階オープン

スペースに「すこやかとしょしつ」を開設した。 

保健所組織改正により保健総務課を廃止。 

保健総務課公害保健係が生活衛生課に移管。 

保健総務課検査センターが生活衛生課に移管。 
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  年    次       主    要    事    項 

平成１９年４月 

 

 

 

２０年 ６月 

 

２０年１１月 

２１年 ４月 

 

 

 

２１年 ５月 

    ７月 

 

２２年 ３月 

２３年 ３月 

 

 

 

２３年 ４月 

 

２４年 ４月 

 

 

 

 

２５年 ６月 

 

 上野健康増進センターが元気づくり課に移管。 

 施設管理全般について生活衛生課に移管。 

 保健サービス課（５階）が２階に統合。 

 地域医療課が本庁舎から健康センター(５階)に移転。 

新型インフルエンザ流行の区独自の対策の必要性から 

保健所職員に陰圧テント設置訓練、防護服着用訓練、図上訓練を実施。

「台東区新型インフルエンザ対策行動計画」策定。 

メキシコ･米国でインフルエンザ様疾患の流行拡大が見られ、WHO が緊

急委員会開催「公衆衛生上の緊急事態」。フェーズ４に引き上げ「新型

インフルエンザ発生」を受け、台東区健康危機管理対策本部設置および

発熱相談センター開設。その後、台東区発熱外来開設。 

 台東区新型インフルエンザ対策本部設置。 

  「発熱相談センター」を「新型インフルエンザ相談センター」へ移行。

 保健所・「新型インフルエンザ相談センター」を終了。 

 「台東区事業継続計画（ＢＣＰ）新型インフルエンザ編」策定。 

 １１日東日本大震災発生。 

  ３１日付で新型インフルエンザ A/H1N1 は季節性インフルエンザの取 

り扱いに変更。 流行終息。 

 

 東京都の保健師派遣要請をうけ、宮城県気仙沼市に支援チーム派遣。

同７月にも第二次派遣を行なった。 
 

  健康部組織改正により、感染症、精神保健、予防接種等を所管する保

健予防課を新設し、生活衛生課から公害保健担当を編入した。 

また、保健サービス課に健康課所管の健康づくり事業を移管すると共

に、健康増進センターを健康医療課から保健サービス課に編入した。 

 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「台東区新型インフル

エンザ等対策本部条例」を制定。 
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２ 区内の概況 

台東区は、東京都の東北部に位置し、東は隅田川を境に墨田区に、西は文京区に、南

は神田川の一部を境に千代田区と中央区に、そして北は明治通りの一部を境に荒川区に

接し、面積は、区部最小で１０.０８ｋ㎡（区部の１.６２％）である。 

区の西部は、東京の北の玄関といわれる上野駅を中心に商店街が広がり、アメ横をは

じめとする卸売、小売、飲食業が盛んで、付近には上野公園があるため管内の住民だけ

でなく、都民や地方から上京する人々にも広く憩いの場として親しまれ、自然と文化施

設を提供している。ＪＲ、地下鉄、京成電鉄さらには東北・上越新幹線の上野駅もあり

交通利便が良いため、本区を訪れる人は多い。 

区の東部は、浅草寺を中心として発展した祭事・行事等の多い町で、浅草六区、浅草

三業地などの歓楽街がある。江戸通り沿いには、文具、玩具、ひな人形、革製袋物履物

の問屋街で、この南側、浅草橋駅付近には帽子、洋傘製造業が集中している。言問通り

から浅草通りにかけてのかっぱ橋道具街は、全国的に飲食業の道具専門店街として知ら

れる食器、厨房器具等の問屋街である。 

区の東北部、明治通りを境に荒川区と接している地域は、いわゆる山谷の簡易旅館街

となっている。 

また、区内全域に寺社が多く、上野駅から雷門にかけては神具、仏具等の店が数多く

存在している。この様に当区は、歴史と伝統に培われながら、下町特有の精神風土を醸

成し、生活と産業の場が融合した独自の地域が形成され、活気ある地域社会として発展

してきた。 

人口は、平成２６年１月現在１８７，７９２人である。昭和３２年をピークに年々減

少の傾向にあった人口は、平成１０年あたりから増加に転じている。人口構成は、年少

人口が９.２％、生産年齢人口が６７.３％、老年人口が２３.５％と少子高齢化が進行し

ている。(平成２４年７月の法改正により、外国人が住民基本台帳法の適用になったため、

それ以降の人口は日本人と外国人を合わせたものである。) 

人口密度は、１８，６３０人／ｋ㎡（東京都区部平均１４，５７０人／k ㎡）で、必

ずしも居住環境には恵まれないが、自治組織等が発達しており住民の協力が得やすい土

地柄である。 

保健所は「地域保健法」の全面施行に伴い、行政区の合併から奇しくも５０年目にあ

たる平成９年４月、下谷・浅草の両保健所を統合し「台東保健所」として地域保健の再

構築に取組むこととなった。このことにより、区全体を管轄する機能的な保健所の誕生

と、また、浅草地区区民の健康増進のためのサービスを確保するため、浅草保健所跡地

には、保健相談業務を主体とした浅草保健相談センターを設置し、区民に身近な健康増

進サービスを行っている。
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（１）保健所等の所在地（平成２６年４月１日） 

             

台東保健所 

上野健康増進センター 
 台東区東上野 4-22-8 

 TEL(3847)9401(代) 

 FAX(3841)4325 

 

 

 

 

台東保健所検査センター
 台東区北上野 1-8-8 

 TEL(3841)9300 

 FAX(3847)0578 

千束健康増進センター 
（千束保健福祉センター１Ｆ）

 台東区千束 3-28-13 

 TEL(5603)0085 

 FAX(5603)0089 

 

 

台東区役所健康部 
 台東区東上野 4-5-6 

 TEL(5246)1178(代) 

 FAX(5246)1059 

 

 

 

浅草保健相談センター 
 台東区花川戸 1-14-16 

 TEL(3844)8171(代) 

 FAX(3844)8178 
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（２）世帯数・人口数 

 

平成２６年１月１日現在 住民基本台帳 

          （単位：世帯）                  （単位：人） 

  

世  帯  数 
人          口 

男 女 計 

 

日本人のみ ９８，５４３ ８９，９８６ ８５，００４ １７４，９９０

 

外国人のみ   ７，５１９   ６，２１２  ６，５９０  １２，８０２

 

混 合 世 帯   １，８７９     －   －    － 

 

 合   計 １０７，９４１   ９６，１９８ ９１，５９４ １８７，７９２

※平成２４年７月より住民基本台帳法が改正になり集計対象者が変更。（外国人を含む） 

 

 

（３）人口年次別推移 

各年とも 10 月 1 日現在 

（単位：人）

年 次 東 京 都 台 東 区 備　　　　考

平成１６年 12,451,966       158,202           

平成１７年 12,544,205       159,943           

平成１８年 12,677,921       161,335           

平成１９年 12,790,202       162,601           

平成２０年 12,898,939       164,733           

平成２１年 12,988,797       166,903           

平成２２年 13,159,388       168,129           

平成２３年 13,186,562       169,662           

平成２４年 13,216,221       184,595           

平成２５年 13,286,735       186,889           (日本人　174,338人 ・ 外国人　12,551人)

(日本人　172,254人 ・ 外国人　12,341人)

 

※東京都の人口は、「東京都の人口（推計）」による。 

台東区の人口は､住民基本台帳による。 

平成２４年７月より住民基本台帳法が改正になり集計対象者が変更。 
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（４）年齢別・性別人口構成 

平成２６年１月１日現在 住民基本台帳 

総  数 （構成比） 男 （構成比） 女 （構成比）

187,792 100% 96,198      100% 91,594      100%

　０～　４歳 6,390 3,334 3,056

年少人口 　５～　９歳 5,460 2,793 2,667

１０～１４歳 5,422 2,715 2,707

小　計 17,272 9.2% 8,842 9.2% 8,430 9.2%

１５～１９歳 5,651 2,886 2,765

２０～２４歳 8,780 4,591 4,189

２５～２９歳 13,563 7,149 6,414

３０～３４歳 16,270 8,655 7,615

３５～３９歳 16,779 9,008 7,771

生産年齢人口 ４０～４４歳 17,271 8,993 8,278

４５～４９歳 14,303 7,577 6,726

５０～５４歳 11,510 6,202 5,308

５５～５９歳 10,100 5,411 4,689

６０～６４歳 12,250 6,792 5,458

小　計 126,477 67.3% 67,264 69.9% 59,213 64.6%

６５～６９歳 12,171 6,485 5,686

７０～７４歳 10,722 5,240 5,482

７５～７９歳 8,899 4,104 4,795

８０～８４歳 6,330 2,536 3,794

老年人口 ８５～８９歳 3,759 1,217 2,542

９０～９４歳 1,618 413 1,205

９５～９９歳 459 86 373

１００歳以上 85 11 74

小　計 44,043 23.5% 20,092 20.9% 23,951 26.2%

年 齢 階 層

総 数

(外国人を含む) 
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（５） 年齢別・性別人口構成図

平成26年1月1日現在

（６） 年齢三区分別人口・年齢構造係数・従属人口指数年次別推移
※平成２４年７月より住民基本台帳法が改正になり集計対象者が変更。(外国人を含む)

各年1月1日現在

総 数 ０ ～ １ ４ 歳 １５～６４歳 ６５歳以上 ０ ～ １ ４ 歳 １５～６４歳 ６５歳以上 総 数 ０ ～ １ ４ 歳 ６５歳以上

17 158,531   14,982    107,052   36,497    9.5% 67.5% 23.0% 48.1% 14.0% 34.1%

18 160,171   15,146    107,753   37,272    9.5% 67.3% 23.3% 48.6% 14.1% 34.6%

19 161,577   15,434    108,109   38,034    9.6% 66.9% 23.5% 49.5% 14.3% 35.2%

20 162,744   15,523    108,448   38,773    9.6% 66.6% 23.8% 50.1% 14.3% 35.8%

21 165,205   15,721    109,792   39,692    9.5% 66.5% 24.0% 50.4% 14.3% 36.1%

22 166,984   15,701    110,819   40,464    9.4% 66.4% 24.2% 50.7% 14.2% 36.5%

23 168,396   15,804    112,096   40,496    9.4% 66.6% 24.0% 50.2% 14.1% 36.1%

24 169,999   15,880    113,136   40,983    9.3% 66.6% 24.1% 50.2% 14.0% 36.2%

25 185,368   17,088    125,528   42,752    9.2% 67.7% 23.1% 47.7% 13.6% 34.1%

26 187,792   17,272    126,477   44,043    9.2% 67.3% 23.5% 48.5% 13.7% 34.8%

※平成２４年７月より住民基本台帳法が改正になり集計対象者が変更。(外国人を含む)

従 属 人 口 指 数年 齢 三 区 分 別 人 口年
次

年 齢 構 造 係 数

0123456789

(千人)

（男）

0 1 2 3 4 5 6 7 8

０～ ４歳

５～ ９歳

１０～１４歳

１５～１９歳

２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

６０～６４歳

６５～６９歳

７０～７４歳

７５～７９歳

８０～８４歳

８５～８９歳

９０～９４歳

９５～９９歳

１００歳以上

(千人)

（女）
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３　保健所等庁舎概要

所 在 地 台東区東上野４丁目２２番８号

敷 地 面 積 １，４０５．７４㎡

建物延面積 ５，５７９．０５㎡（台東保健所部分）

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 ８階建

２ 階 事務室（保健サービス課）、個別相談室、多目的室

３ 階 生活衛生検査室、栄養室、大会議室、すこやかとしょしつ

４ 階 集団指導室、健診受付、診察室、心電図室、歯科室、

Ｘ線検査受付、Ｘ線室、尿検査室、学習室

５ 階 事務室（生活衛生課、保健予防課）

６ 階 デイケア室、中会議室、研修室

所 在 地 台東区北上野１丁目８番８号

敷 地 面 積 ２２８．２３㎡

建物延面積 ８１５．２１㎡

構造・階数 鉄筋コンクリート造 ５階建

所 在 地 台東区東上野４丁目２２番８号

敷 地 面 積 １，４０５．７４㎡

建物延面積 １，０５５．２０㎡（上野健康増進センター部分）

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 ８階建

７ 階 事務室（受付）、トレーニング室、アクアエクササイズ室

８ 階 運動フロア

所 在 地 台東区千束３丁目２８番１３号

敷 地 面 積 １，４２７．２９㎡

建物延面積 ９９２．５３㎡（千束健康増進センター部分）

構造・階数 鉄筋コンクリート造 ７階建

１ 階 事務室（受付）、運動フロア、トレーニングフロア、集会室

所 在 地 台東区花川戸１丁目１４番１６号

敷 地 面 積 １，００７．５８㎡

建物延面積 １，３６８．２２㎡　（浅草保健相談センター部分）

構造・階数 鉄筋コンクリート造 ４階建

（５）浅草保健相談センター

（１）台東保健所(健康センター２階～６階）

（２）台東保健所 検査センター

（３）上野健康増進センター(健康センター７階～８階）

（４）千束健康増進センター（千束保健福祉センター１階）
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４  組織と分掌  （平成２６年４月１日現在）

（１） 組    織（保健所を除き係名省略）

庶務担当
環境衛生担当
愛護動物管理担当
食品衛生担当
医務薬事衛生担当
検査センター

予防担当
感染症対策担当
精神保健担当
保健予防担当

健康推進担当
母子成人保健担当
栄養担当
歯科衛生担当
保健指導担当

千束健康増進センター（係）

浅草保健相談センター（係）
保健指導担当

（浅草保健相談
センター）

上野健康増進センター・介護予防担当

健康課

保健予防課

台東保健所 国民健康保険課

健康部

生活衛生課

保健サービス課
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（２）事務分掌 

課 名 係 名 分 掌 事 務                     

生活衛生課 

５階 

 

担当 

(庶務) 

１ 課に係る公文書の受発、公印管理、文書交換その他の文書 

管理に関すること。 

２ 課の予算、決算の統括及び、課の収納その他の経理に 

関すること。 

３ 健康センター（乳児保育園を除く）の庁舎その他の管理に 

関すること。 

４ 保健所運営協議会に関すること。 

５ 条例・要綱等の制定・改正に関すること。 

６ 健康危機管理における企画及び諸活動に関すること。 

７ 保健衛生関係基礎統計調査に関すること。 

８ ＯＡシステムその他の地域保健の情報管理に関すること。 

９ 広報その他の保健衛生の普及啓発に関すること。 

10 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の普及啓発に関すること。 

11 献血推進普及啓発に関すること。 

 

 

 

担当 

(環境衛生) 

１ 興行場、旅館業、公衆浴場、温泉、墓地等及びクリーニン

グ、理容、美容に係る営業の許可並びに監視・指導に関する

こと。 

２ プールの経営許可及び衛生指導に関すること。 

３ 三法運営協議会に関すること。 

４ 建築物の衛生的環境に関すること。 

５ 給水設備及び飲料水の衛生指導に関すること。 

６ 住居衛生に関すること。 

７ ねずみ、衛生害虫の防除に関すること。 

８ 健康学習、相談その他の環境衛生の普及啓発に関すること。

 

 

 

担当 

(愛護動物管理) 

１ 狂犬病予防、動物愛護管理等に関すること。 

２ 化製場の許可等に関すること。 

 

担当 

(食品衛生) 

１ 食品衛生に係る企画、連絡調整等に関すること。 

２ 食鳥処理場等に関すること。 

３ 食品衛生の予算・決算・例規に関すること。 

４ 食品の営業に係る許可及び監視・指導に関すること。 

５ ふぐ取扱所に関すること。 

６ 食中毒調査に関すること。 

７ 調理師、製菓衛生師に関すること。 

８ 食品衛生推進員、食品衛生責任者に関すること。 

９ 自主管理の支援に関すること。 

10 健康学習、相談その他の食品衛生の普及啓発に関すること。
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 担当 

(医務薬事衛生) 

１ 診療所、助産所等医療施設及び衛生検査所、歯科技工所、施

術所等医療関連施設に関すること。 

２ 医師、歯科医師、薬剤師その他の医療従事者の免許に関する

こと。 

３ 救急医療機関に関すること。 

４ 薬局、医薬品等の販売業、毒物劇物の取扱者に係る許可及び

監視・指導等に関すること。 

５ 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、毒物劇物等の適正

な取扱いに関すること。 

６ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 

７ 死体解剖保存に関すること。 

８ 覚せい剤等乱用防止、啓発活動に関すること。 

９ 患者の声相談窓口に関すること。 

 

 

 

検査センタ－ 検査センタ－ １ 理化学的検査、微生物学的検査その他の衛生上の試験・検査

に関すること。 

２ 検査センターの管理運営に関すること。 

 

 

 

保健予防課 担当 

(予防) 

１ 課に係る公文書の受発、公印管理、文書交換その他の文書 

管理に関すること。 

２ 課の予算、決算の統括及び、課の収納その他の経理に関する

こと。 

３ 条例・要綱等の制定・改正に関すること。 

４ 予防接種および予防接種票の交付に関すること。 

５ 公害健康被害補償の認定及び給付に関すること。 

６ 公害保健福祉事業及び健康被害予防事業に関すること。 

７ 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成事務に関する

こと。 

 

 

担当 

(感染症対策) 

１ 結核、ＨＩＶ（エイズ）その他の感染症対策に関すること。 

２ 結核の診査に関する協議会、感染症診査協議会に関すること。

３ 特殊疾病の医療費助成に関すること。 

 

担当 

(精神保健) 

１ 精神保健福祉相談に関すること。 

２ 自立支援医療（精神通院）、精神障害者保健福祉手帳に関する

こと。 

３ 障害福祉サービスに関すること。 

４ 精神障害者社会復帰相談事業（デイケア）に関すること。 

５ 特殊疾病の相談・指導に関すること。 

 

 

担当 

（保健予防） 

 

保健対策、健診等の医療業務に関すること。 
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保健サービス課 

２階 

担当 

(健康推進) 

１ 課に係る公文書の受発、公印管理、文書交換その他の文書 

管理に関すること。 

２ 課（浅草保健相談センターを含む）の予算、決算の統括 

及び、課の収納その他の経理に関すること。 

３ 条例・要綱等の制定・改正に関すること。 

４ 生きいき健康づくり事業に関すること。 

５ 介護予防啓発に関すること。 

 

 

 

担当 

(母子成人保健) 

１ 成人保健に関すること。 

２ 母子保健に関すること。 

３ 母子関係医療費公費負担に関すること。 

 

担当 

(栄養) 

１ 栄養指導・栄養調査に関すること。 

 

担当 

(歯科衛生) 

１ 歯科保健に関すること。 

 

担当 

(保健指導) 

１ 保健指導及び地区活動に関すること。 

２ 生きいき健康づくり事業に関すること。 

３ 介護予防事業に関すること。 

 

担当 

(上野健康増進セ

ンター・介護予防) 

１ 上野健康増進センターの管理運営に関すること。 

２ 介護予防事業に関すること。 

 

 

担当 

(千束健康増進セ

ンター) 

１ 千束健康増進センターの管理運営に関すること。 

２ 介護予防事業に関すること。 

 

 

保健サービス課 

浅草保健相談 

センター 

浅草保健相談セン

ター(係) 

１ センターの文書管理・経理に関すること。 

２ センターの庁舎維持管理に関すること。 

３ 予防接種票の交付に関すること。 

４ 母子の各種健診に関すること。 

５ 介護予防事業に関すること。 

６ 母子健康手帳の交付・乳児家庭全戸訪問に関すること。 

 

 

担当 

(保健指導) 

１ 保健指導及び地区活動に関すること。 

２ 生きいき健康づくり事業に関すること。 

３ 介護予防事業に関すること。 
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常勤職員

事　　　務 38 8 13 14 3

医　　　師 3 1 1 1

診 療 放 射 線 1 1

検　査　技　師 3 3

栄　　養　　士 3 3

保　　健　　師 26 6 11 9

歯 科 衛 生 士 2 2

計 108 44 21 31 12

非常勤職員

事　務　( 再 任 用 ) 4    1 1    1    1     

事　務　( 再 雇 用 ) 1     1     

事　務　( 区 嘱 託 ) 2    2     

事　　　務 5    3    2     

衛生監視(区嘱託) -    

衛　生　監　視 3    3    

検査技師(区嘱託) 1    1     

検　査　技　師 4    3    1    

栄　　養　　士 2    2    

保　　健　　師 5    1    1    3     

助　　産　　師 2    2    

看　　護　　師 13   2    5    6     

歯 科 衛 生 士 5    3    2     

介　　助　　員 3    3     

精神保健福祉士 1    1    

計 51   8    5    20   18    

衛　生　監　視 32 32

平成２６年７月１日　現在

区分 総 数 生 活 衛 生 課 保 健 予 防 課 保健サービス課
浅草保健相談センター

(保健サービス課)

 （３） 職員配置数

平成２６年７月１日　現在

区　　　分 総 数 生 活 衛 生 課 保 健 予 防 課 保健サービス課
浅草保健相談センター

(保健サービス課)
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５ 　平成25年度　決算額
歳　　　　入

科　　目 予算現額（円） 決算額（円） 執行率 構成比
総　　　　　額 527,864,000 489,788,918 92.8% 100%
分担金及び負担金 348,107,000 298,119,946 85.6% 60.9%

衛生費分担金  4,122,000 3,865,598 93.8%
衛生費負担金  343,985,000 294,254,348 85.5%

使用料及び手数料  60,353,000 60,885,088 100.9% 12.4%
衛生使用料 25,177,000 24,102,018 95.7%
衛生手数料    35,176,000 36,783,070 104.6%

国庫支出金        75,349,000 83,866,700 111.3% 17.1%
衛生費負担金   47,952,000 55,591,508 115.9%

0 0 -
衛生費補助金 27,060,000 28,093,461 103.8%
衛生費委託金  337,000 181,731 53.9%

都　支　出　金         26,566,000 25,488,664 95.9% 5.2%
衛生費負担金 2,708,000 1,743,696 64.4%

0 0 -
衛生費補助金 23,488,000 23,417,768 99.7%
衛生費委託金 370,000 327,200 88.4%

諸　収　入 17,489,000 21,428,520 122.5% 4.4%
衛生費受託事業収入 6,938,000 10,261,461 147.9%
納　付　金 3,065,000 2,704,891 88.3%
雑　　　入 7,486,000 8,462,168 113.0%

介護保険会計 571,000 462,250 81.0% 100%
諸収入 571,000 462,250 81.0% 100%

納　付　金 0 0 -
雑　　　入 571,000 462,250 81.0%

歳　　　　出
科　　目 予算現額（円） 決算額（円） 執行率 構成比

2,211,702,000 2,060,958,184 93.2% 100%
総務費 145,000 31,500 21.7%

防災対策費 145,000 31,500 21.7%
3,000,000 959,614 32.0%
3,000,000 959,614 32.0%

衛 生 費 2,208,557,000 2,059,967,070 93.3% 100%
衛生管理費 383,781,000 327,053,463 85.2% 15.9%

衛生総務費 25,379,000 21,259,849 83.8%
統計調査費 370,000 245,741 66.4%
公害健康被害補償費 358,032,000 305,547,873 85.3%

保健所費 166,585,000 158,932,200 96.7% 7.7%
保健所費 166,585,000 158,932,200 95.4%

公衆衛生費 1,630,128,000 1,547,797,460 94.9% 75.1%
結核予防費 70,045,000 59,013,747 84.3%
予　防　費 1,010,343,000 945,983,664 93.6%
栄養指導費 1,110,000 921,946 83.1%
母子保健費 188,945,000 188,506,996 99.8%
医　薬　費 2,341,000 1,790,259 76.5%
精神保健費 357,344,000 351,580,848 98.4%

環境衛生費 28,063,000 26,183,947 93.3% 1.3%
食品衛生費 13,298,000 12,717,670 95.6%
動物保護管理費 7,191,000 6,993,577 97.3%
環境衛生費 7,574,000 6,472,700 85.5%

介護保険会計 24,661,000 23,808,451 96.5% 100%
地域支援事業費 24,661,000 23,808,451 96.5% 100%

11,829,000 11,240,274 95.0% 47.2%
12,832,000 12,568,177 97.9% 52.8%

※　この決算書は、保健所長が所管する事業について作成してあります。

介護予防一般高齢者施策事業費

民生費補助金

民生費補助金

総　　　　　額

民 生 費
社会福祉費

介護予防特定高齢者施策事業費
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６ 衛生教育 

公衆衛生の向上は、区民の理解と協力がなければ望めないものである。区民一人ひ

とりが衛生に対する関心を高め、知識を深めることによって一層の効果をあげること

ができる。 

保健所ではあらゆる機会をとらえ、家庭や地域社会における一般区民及び学校や職

場に属する集団を対象とした衛生教育を行っている。 

 （１）衛生教育 

区民、町会及び事業所等に対して講習会、講演会等により保健衛生に対する関心

を高めると共に、地域の保健衛生活動の促進を図っている。 

また、関係業者等に対しても講習会等を実施し、保健衛生に対する意識の啓発を

行ない、食品衛生や環境衛生の促進を図っている。 
 

   衛生教育活動                 平成２５年４月～２６年３月 

区   分 方    法 対   象 回 数 延人数 

感染症 講習会、講演会、座談会 区 民 １０ ９５１

精 神 講演会、座談会 区 民 ９ ３３５

難 病 講演会、講習会 区 民 ５ ７４

母 子 講習会 区 民 ２４０ ６，６７９

成人・高齢者 講習会、講演会 区 民 １６ ４２７

栄養・健康増進 講演会、実習、展示 
区民、関係業者、

地域団体  
６０ １，１８９

歯 科 講習会 区 民 ３４ １，３６０

医務・薬事 講習会 関係業者 １ ７３

食 品 
講習会、実習、実験、展

示 
区民、関係業者 ８６ ３，１２５

環 境 講習会、展示、講評会 関係業者、区民  １５ ６１４

公 害 
講習会、座談、講演会、

教室 
区 民 １０ ２５０

その他 講習会、座談、講演会 区 民 ７ ９０

合  計   ４９３ １５，１６７

＊ 地域保健・健康増進事業報告（平成２５年度分）による。 
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（２）実習生の教育指導 

医学生、看護学生及び歯科衛生士、栄養士を目指す学生等に対して、保健所実

習を通して、保健衛生行政の実態の把握と後進の育成を目的に、実習生の指導を

行なっている。 

 

平成２５年４月～２６年３月 

対 象 者 人  数 

 保健師、看護師学生、助産師 ２８人 

 栄 養 士 ８人 

合  計 ３６人 

 

 

（３）広報活動 

保健所の事業案内や衛生知識を広報｢たいとう｣や区のホームページに掲載して

周知を図っている。 

また、随時、各種パンフレット、リーフレット等を広く配布し、公衆衛生活動の一

助としている。 
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７ 衛 生 統 計        

   衛生統計とは、人口集団の健康状態と、これに影響を及ぼす一切の諸因子との関連に 

  おいて、事実を把握し、公衆衛生施策の企画、運営、評価等に資するための統計であり、 

  公衆衛生の進路を示す統計でもある。 

   地域住民の環境を向上させ、生活を快適に、そしていつまでも健康でいられるよう、 

  保健衛生の事業を実施していくためには、現状をよく見極めて、さまざまな統計を作成 

  し、衛生行政に役立てていかなければならない。 

 

 （１）人口動態統計 

   人口の量的、質的変化を常時正確に把握するため、出生、死亡、死産、婚姻、及び 

  離婚の届出をもとにして作成される統計で、人口動態の現象を把握することができる。 

   ア 出   生 

    出生率は、全国及び東京都と比較すると低く、24 年度よりも減少している。 

    出生順位別、母の年齢階層別の出生数をみると、第 1 児は 30 歳から 34 歳までが 

   もっとも多く、次いで、25 歳から 29 歳までである。第 2 児は 30 歳から 34 歳まで、

35 歳から 39 歳までの順となっている。さらに、第 3 児は 35 歳から 39 歳まで、30 

   歳から 34 歳までの順になっている。 

    出生時の体重は、男児・女児ともに 3,000 グラムから 3,500 グラム未満が最も多

くなっている。 

   イ 死   亡 

    死亡原因の上位を占めているのは、生活習慣病といわれる悪性新生物、心疾患、 

   脳血管疾患で、3 死因による死亡が全体の 52.6％を占めている。 

   ウ 乳 児 死 亡      

    生後 1 年未満の死亡を乳児死亡、生後 4 週間未満の死亡を新生児死亡、生後 1 週 

   間未満の死亡を早期新生児死亡という。 

   エ 周産期死亡 

    周産期死亡とは、妊娠満 22 週以後の死産に、生後 1 週間未満の早期新生児死亡を 

   加えたものをいう。ともに母体の健康状態に影響を与えるので、母子衛生上重要な 

   指標と考えられている。 

   オ 死   産 

    妊娠満 12 週以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において、心臓の動き及 

   び呼吸のいずれも認めないものをいう。 

    人工的処置(薬物的処置のみの場合を含む)を加えていないものを自然死産という。 

また、人工的処置を加えたことにより死産に至った人工死産には法の規定する人工 

中絶理由による場合 (母体保護法によるもの)と、母体の生命を救うための緊急避難 

の場合等(母体保護法によらないもの)がある。 

 

＊ 死因分類は、平成 7 年 1 月からＷＨＯが定めた国際疾病分類(第 10 回修正)を基準

とした。 
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 （２）地域保健・健康増進事業報告 

   地域住民の健康の保持及び増進を目的として、地域の特性に応じた保健施策の展開 

  等を実施主体ごとに把握することにより、地域保健対策の効率・効果的な推進のため 

  の基礎資料を得る。 

 

（３）国民生活基礎調査 

   保健・医療・福祉・年金等、国民生活の基礎的事項を調査して、厚生労働行政の企 

  画及び運営に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための 

  親標本を設定する。3 年周期で行う大規模調査と、中間年に実施される小規模調査が 

  あり、平成 25 年度は大規模調査年にあたる。 

 

 （４）全国家庭動向調査（社会保障・人口問題基本調査） 

家族変動の影響を大きく受ける社会サービス政策の重要性が高まっている中で、

家族の構造や機能の変化、それに伴う子育てや介護の実態とその変化の要因を明

らかにすることを目的とする。 

 

 （５）食中毒統計 

   食中毒患者の発生状況を的確に把握し、複雑な発生状況を解明するため、系統的な 

  調査を行い、広く衛生行政、特に食品衛生対策の基礎的資料を得る。 

 

 （６）医療施設(動態・静態)調査 

   医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能等を 

  把握し、医療行政の基礎資料を得る。毎年実施される動態調査と、3 年周期で行う静 

  態調査があり、平成 25 年は動態調査のみ実施。 
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人口動態総覧年次推移         (平成 22～24 年は確定数、25 年は概数) 

区   分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

 出   生 1,336 1,308 1,374 1,415 

 低体重児 141 133 119 135 

 死   亡 1,898 1,891 2,030 1,933 

 乳児死亡 3 1 0 4 

 周産期死亡 3 6 0 6 

 
妊娠満 22 週以後の死産 2 6 0 4 

早期新生児死亡 1 0 0 2 

 死   産 37 43 29 34 

 
自然死産 16 21 7 13 

人工死産 21 22 22 21 

 婚   姻 1,579 1,528 1,593 1,618 

 離   婚 457 398 393 447 

 自 然 増 加      △562 △583 △656 △518 

 

《比率の計算式》 

         年間出生数 

       10 月 1 日現在の人口 

 

         年間死亡数 

       10 月 1 日現在の人口 

 

          年間乳児(生後 1 年未満)死亡数 

              年間出生数      

 

          年間新生児(生後 4 週未満)死亡数 

               年間出生数  

 

           年間の妊娠満 22 週  年間早期新生児 

           以後の死産数   ＋ (生後 1 週未満)死亡数 

           年間の妊娠満 22 週以後の死産数＋年間出生数 

 

          年間死産数             注)死産数 

       年間出生数＋年間死産数            ＝自然死産＋人工死産 

 

       年間婚姻届出件数 

       10 月 1 日現在の人口 

 

       年間離婚届出件数 

       10 月 1 日現在の人口 

 

            自然増加数            注)自然増加数 

          10 月 1 日現在の人口           ＝年間出生数－年間死亡数 

 

  合計特殊出生率  15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女 

           性が仮にその年の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子供の数 

出生率＝ ×1,000

死亡率＝ ×1,000

乳児死亡率＝ ×1,000

×1,000新生児死亡率＝ 

×1,000 周産期死亡率＝ 

×1,000死産率＝ 

婚姻率＝ ×1,000

離婚率＝ ×1,000

自然増加率＝ ×1,000
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比率データー （平成22～24年は確定数、25年は概数）

区 都 国 区 都 国 区 都 国 区 都 国

出 生 率 8.0 8.4 8.5 7.7 8.2 8.3 8.0 8.3 8.2 8.1 8.5 8.2

死 亡 率 11.5 8.1 9.5 11.2 8.2 9.9 11.8 8.5 10.0 11.1 8.5 10.1

死 産 率 26.9 23.4 24.2 32.4 22.9 23.9 20.7 21.2 23.4 23.5 21.7 22.9

婚 姻 率 9.4 7.1 5.5 9.0 6.8 5.2 9.2 6.9 5.3 9.3 6.8 5.3

離 婚 率 2.72 2.05 1.99 2.34 1.94 1.87 2.28 1.96 1.87 2.56 1.91 1.84

合計特殊出生率 1.11 1.12 1.39 1.09 1.06 1.39 1.12 1.09 1.41 1.15 1.13 1.43

平成25年平成24年
区  分

平成23年平成22年

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0
出生率の年次推移

全国

都

区

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20
離婚率の年次推移

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5 婚姻率の年次推移

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0
死産率の年次推移

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0 死亡率の年次推移

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00 合計特殊出生率の年次推移
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母の年齢階層別出生数

平成25年1月～12月（概数）

第7児

以上

総  数 1,415 893 403 101 12 4 2 - -

15歳未満 - - - - - - - - -

15～19歳 7 7 - - - - - - -

20～24歳 68 50 16 2 - - - - -

25～29歳 331 248 73 9 1 - - - -

30～34歳 505 318 144 36 4 2 1 - -

35～39歳 390 211 133 42 4 - - - -

40～44歳 111 57 37 11 3 2 1 - -

45～49歳 3 2 - 1 - - - - -

50歳以上 - - - - - - - - -

不　詳 - - - - - - - - -

体重別出生数

平成25年1月～12月（概数）

区　  分 男 女   計  

総  　数 737 678 1,415

1,000g未満 2 2 4

1,000～1,499g 2 3 5

1,500～1,999g 8 7 15

2,000～2,499g 55 56 111

2,500g 1 - 1

2,501～2,999g 237 277 514

3,000～3,499g 324 284 608

3,500～3,999g 103 48 151

4,000～4,499g 5 1 6

4,500～4,999g - - -

5,000g以上 - - -

体重不詳 - - -

2,500g未満 67 68 135

2,500g以上 670 610 1,280

母の年齢階層 総数 第1児 第2児 第3児 不詳第4児 第5児 第6児

15～19歳

0.5%

20～24歳

4.8%

25～29歳

23.4%

30～34歳

35.7%

35～39歳

27.6%

40～44歳

7.8%

45～49歳

0.2%

50歳以上

0.0%

平成25年 母の年齢階層別出生割合

－24－



－25－



年齢階層別・主要死因分類（選択死因分類）

男 女 男 女 男 女

1,933 1,105 828 1 3 1 － 1 －

6 5 1 － － － － － －

590 368 222 － － － － － －

食　　　　　道 29 23 6 － － － － － －

胃 75 49 26 － － － － － －

結　　　　　腸 54 25 29 － － － － － －

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸 25 15 10 － － － － － －

肝 及び 肝 内 胆 管 42 36 6 － － － － － －

胆のう 及び その他の胆道 29 17 12 － － － － － －

膵 46 26 20 － － － － － －

気 管､ 気管支 及び 肺 120 90 30 － － － － － －

乳　　　　　房 25 － 25 － － － － － －

子　　　　　宮 5 － 5 － － － － － －

白　　血　　病 8 6 2 － － － － － －

32 19 13 － － － － － －

28 14 14 － － － － － －

259 134 125 － － － － － －

急　性　心　筋　梗　塞 30 19 11 － － － － － －

その他 の 虚血性心疾患 96 65 31 － － － － － －

不整脈 及び 伝導障害 29 9 20 － － － － － －

心　　　不　　　全 70 27 43 － － － － － －

168 94 74 － － － － － －

く  も  膜  下  出  血 18 10 8 － － － － － －

脳　　内　　出　　血 52 30 22 － － － － － －

脳　　 梗 　　塞 97 53 44 － － － － － －

21 8 13 － － － － － －

162 90 72 － － － － － －

35 29 6 － － － － － －

3 1 2 － － － － － －

42 33 9 － － － － － －

31 17 14 － － － － － －

87 16 71 － － － － － －

47 27 20 － － － － 1 －

再掲 交　　通　　事　　故 1 1 － － － － － － －

47 35 12 － － － － － －

375 215 160 1 3 1 － － －

0歳 1歳～4歳

再掲

糖　　　　尿　　　　病

5歳～9歳
区　　　分 総数 男 女

高　血　圧　性　疾　患

再掲

肺　　 　　炎

大 動 脈 瘤 及び 解 離

脳　　血　　管　　疾　　患

総　　　　　数

結　　　　　核

悪　　性　　新　　生　　物

心  　　　疾　    　患

そ の 他 の 全 死 因

不 　慮　　の 　 事　 故

老　　　　　衰

腎　　　不　　　全

再掲

自　　　 　 殺

肝　　　疾　　　患

喘　　　　　息

慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患
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平成25年1月～12月（概数）

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

－ － 1 － 1 2 1 3 5 － 11 1 11 5

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － 1 － － － 1 1 2

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － 1

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － 1 －

－ － － － － － － － － － － 1 － 1

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － 1 － － － － －

－ － － － － － － 1 － － 3 － 2 －

－ － － － － － － － － － 1 － 1 －

－ － － － － － － － － － － － 1 －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － 1 － 1 1

－ － － － － － － － － － 1 － － －

－ － － － － － － － － － － － 1 1

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － 1 －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － 1 － 1 － － － 2 1

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － 1 2 － 1 2 － 4 － 1 －

－ － 1 － － － － － 1 － 3 － 3 1

35歳～39歳 40歳～44歳15歳～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳10歳～14歳
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年齢階層別・主要死因分類（選択死因分類）

男 女 男 女 男 女 男 女

14 11 28 6 28 17 98 20

－ － － － － － － －

3 7 8 4 16 12 40 12

食　　　　　道 － － 1 1 1 1 4 －

胃 － 1 2 － 3 － 5 2

結　　　　　腸 － 1 － － 1 3 3 2

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸 1 1 1 － － － － －

肝 及び 肝 内 胆 管 － － 1 － － － 6 －

胆のう 及び その他の胆道 1 － － － 2 － － －

膵 － 2 － 1 2 － 3 －

気 管､ 気管支 及び 肺 － － 2 － 4 3 10 1

乳　　　　　房 － 1 － 1 － 4 － 2

子　　　　　宮 － － － 1 － － － 1

白　　血　　病 － － － － － － － －

－ 1 － － 3 － 3 －

－ － － － － － 1 －

1 － 2 － 7 1 5 1

急　性　心　筋　梗　塞 － － － － － － 3 －

その他 の 虚血性心疾患 1 － 1 － 6 － 1 －

不整脈 及び 伝導障害 － － － － － － － －

心　　　不　　　全 － － － － － － － 1

1 － 1 － 1 1 5 1

く  も  膜  下  出  血 － － 1 － － 1 1 －

脳　　内　　出　　血 1 － － － － － 2 1

脳　　 梗 　　塞 － － － － 1 － 2 －

－ － － 1 1 － 1 －

1 － － － 2 1 5 1

－ － － － 1 － － －

－ － － － － － － －

2 － 4 － 4 － 6 －

－ － － － 1 － 1 －

－ － － － － － － －

1 － 1 － 1 － 4 1

再掲 交　　通　　事　　故 － － － － － － 1 －

4 2 6 1 3 1 4 －

1 1 6 － 6 1 23 4そ の 他 の 全 死 因

腎　　　不　　　全

老　　　　　衰

不 　慮　　の 　 事　 故

自　　　 　 殺

肝　　　疾　　　患

喘　　　　　息

高　血　圧　性　疾　患

慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患

大 動 脈 瘤 及び 解 離

再掲

悪　　性　　新　　生　　物

60歳～64歳55歳～59歳45歳～49歳 50歳～54歳

糖　　　　尿　　　　病

総　　　　　数

肺　　 　　炎

区　　　分

再掲

結　　　　　核

心  　　　疾　    　患

再掲

脳　　血　　管　　疾　　患
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平成25年1月～12月（概数）

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

113 39 146 44 179 74 191 126 257 477 － －

1 － － － － － 3 1 1 － － －

46 25 62 17 64 34 61 33 67 74 － －

3 － 6 1 3 1 2 － 3 2 － －

8 1 8 3 8 3 9 6 6 9 － －

1 4 3 2 7 5 4 2 6 10 － －

2 － 3 1 3 4 3 1 2 3 － －

1 2 7 － 12 1 6 1 3 2 － －

1 － 5 － 4 － 2 4 2 8 － －

5 2 4 1 2 4 6 2 4 8 － －

15 3 14 3 9 4 13 6 22 10 － －

－ 5 － 1 － 3 － 2 － 4 － －

－ 1 － 1 － 1 － － － － － －

1 － 1 － 1 2 1 － 2 － － －

1 － 5 － 4 － 2 4 1 8 － －

1 － 1 1 4 1 3 － 3 12 － －

10 3 17 2 22 8 30 25 35 84 － －

－ － 3 － 3 － 6 2 2 9 － －

9 1 11 1 11 3 11 14 13 12 － －

－ 1 － － 3 － 3 3 3 16 － －

－ － 2 1 4 3 10 3 11 35 － －

10 4 14 6 15 9 25 16 20 36 － －

2 2 1 2 2 2 1 － 1 1 － －

5 2 4 2 7 3 7 5 3 8 － －

3 － 9 2 6 4 17 11 15 27 － －

－ 1 2 1 － 1 2 3 2 6 － －

6 2 7 4 17 1 15 12 37 51 － －

1 － 6 － 5 1 5 2 11 3 － －

－ － － － － － － － 1 2 － －

4 － 5 2 6 1 1 2 － 4 － －

2 － 1 － 1 － 5 3 6 11 － －

－ － － － 1 1 2 2 13 68 － －

2 1 3 1 3 3 5 1 2 12 － －

－ － － － － － － － － － － －

2 2 4 2 3 － 1 1 － － － －

27 1 19 8 34 14 31 21 58 106 － －

75歳～79歳70歳～74歳65歳～69歳 年齢不詳80歳～84歳 85歳以上
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　平成25年 第1位 第2位 第3位

　年代別主要死因順位 0～19歳 その他の全死因 不慮の事故 ―

20～29歳 自　　　殺 悪性新生物・心疾患・不慮の事故 ―

30～39歳 自　　　殺 心　疾　患 悪性新生物・高血圧性疾患
・脳血管疾患・不慮の事故

40～49歳 悪性新生物 自　　　殺 不慮の事故

50～59歳 悪性新生物 自　　　殺 心　疾　患

60～69歳 悪性新生物 脳血管疾患 心　疾　患

70～79歳 悪性新生物 心　疾　患 脳血管疾患

80歳以上 悪性新生物 心　疾　患 肺　　　炎

気管､気管

支及び肺

24.5%

胃

13.3%

肝及び肝

内胆管

9.8%膵

7.1%
結腸

6.8%

食道

6.3%

胆のう及び

その他の

胆道

4.6%

直腸Ｓ状結

腸移行部

及び直腸

4.1%

白血病

1.6%

乳房

0.0%

その他

21.9%

平成25年 悪性新生物の部位割合 －男－
気管､気管

支及び肺

13.5%
結腸

13.1%

胃

11.7%

乳房

11.3%

膵

9.0%

胆のう及び

その他の胆

道

5.4%

直腸Ｓ状結

腸移行部

及び直腸

4.5%

肝及び肝

内胆管

2.7%

食道

2.7%

子宮

2.3%

白血病

0.9%

その他

22.9%

平成25年 悪性新生物の部位割合 －女－

0

100
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500

600

700

人
主要死因の年次推移

悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

不慮の事故

自殺

悪性新生物

30.5%

糖尿病

1.7%

心疾患

13.4%
脳血管疾患

8.7%
肺炎

8.4%

肝疾患

2.2%

腎不全

1.6%

不慮の事故

2.4%

自殺

2.4%

その他の全死因

28.7%

平成25年 主要死因の割合
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年齢階層別死産数 平成25年1月～12月（概数）

総数 自然

34 13

- -

2 -

3 -

6 3

10 5

6 3

6 2

1 -

- -

死産原因分類(基本分類)

妊
娠
期
間
及
び
胎
児
発

育
に
関
す
る
障
害

出
生
時
仮
死

胎
児
及
び
新
生
児
の
呼

吸
器
病
態

新
生
児
及
び
周
産
期
に

特
異
的
な
感
染
症

そ
　
の
　
他

神
経
系
の
先
天
奇
形

循
環
器
系
の
先
天
奇
形

消
化
器
系
の
先
天
奇
形

そ
の
他
の
先
天
奇
形
及

び
変
形

染
色
体
異
常
他
に
分
類

さ
れ
な
い
も
の

そ
　
の
　
他

34 13 - - - 1 12 - - - - - - - - 21

13 13 - - - 1 12 - - - - - - - - -

4 4 - - - - 4 - - - - - - - - -

2 2 - - - - 2 - - - - - - - - -

2 2 - - - - 2 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

5 5 - - - 1 4 - - - - - - - - -

21 - - - - - - - - - - - - - - 21

7 - - - - - - - - - - - - - - 7

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

人
　
工
　
死
　
産

- - - 14- --- - -14 - - -- -

　不　詳　の　死　産

 母体の妊娠合併症

胎盤、臍帯及び卵膜の合併症

病態の記載がないもの

母体の病態によらないもの

母体保護法による人工死産

胎盤又は母乳を介して受けた
有害な影響

その他の分娩合併症

胎盤、臍帯及び卵膜の合併症

母体の妊娠合併症

母の年齢階層

現在の妊娠とは無関係の場合
もありうる母体の病態

総　　　　　　　　数

病態の記載がないもの

人
　
工
　
死
　
産

自
　
然
　
死
　
産

母
　
　
　
　
側
　
　
　
　
病
　
　
　
　
態

総  　　　　　　数

死　産　の　原　因

現在の妊娠とは無関係の場合
もありうる母体の病態

胎盤又は母乳を介して受けた
有害な影響

その他の分娩合併症

　総 　　　　  　 　 　数

50歳以上

25～29歳

30～34歳

2

3

3

5

総　　数

15歳未満

15～19歳

20～24歳

-

総
　
　
　
　
　
数

35～39歳

40～44歳

45～49歳

周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

先
天
奇
形
･
変
形
及
び
染
色

体
異
常

そ
　
　
の
　
　
他

人工

21

-

児　　　　　　側　　　　　　病　　　　　　態

3

4

1
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